
 
 

病気休暇の承認手続の不備 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成31年１月30日） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

東大阪支援学校 

 

 

 

30日以上病気休暇を取得した職員の復業に当たっては、安全衛生管理者で

ある所属長は総括安全衛生管理者である教育次長に対し、大阪府立学校職員

安全衛生管理規程第31条に基づく病者の報告等を行わなければならないが、

報告がなされていないものが１件あった。 

 

診断書における休業期間 

平成29年８月17日から同年９月30日まで（45日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、大阪府立学校職員安全衛生管理規程に基づき、適正な

事務処理を行なわれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出事項について、

復業に係る病者報告書

を福利課に提出した。 

今後は、法令等に基

づき、適正に処理を行

う。 

【大阪府立学校職員安全衛生管理規程】 

（病者の報告等） 

第31条 安全衛生管理者は、次の各号のいずれかに該当す

る職員が、療養に専念しないために就業を禁止する必要

があると認めるときは、病者報告書（様式第４号）に医

師の診断書を添付し、総括安全衛生管理者に報告しなけ

ればならない。疾病等により30日以上休業又は休職して

いた職員が復業又は復職するときも、同様とする。 

 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった

職員 

 二 精神障害のため、勤務させることにより、病勢が著

しく増悪するおそれのある職員 

 三 心臓、腎臓、肺等の疾病で勤務のため病勢が著しく

増悪するおそれのあるものにかかった職員 


